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(57)【要約】
【解決手段】本発明の配線引込装置は、屋外の配線を支
持して開口部から屋内へ導入するもので、その支持手段
は発泡性弾性樹脂材からなる配線支持部が基台とカバー
に各々相互に圧縮するように配置され、それらにより配
線を狭持して支持するものである。また、第一の配線支
持部と第二の配線支持部とに高低差を設けている。
【効果】発泡性弾性樹脂材により各々を圧縮するように
挟持すること、２つの配線支持部が高低差を設けること
で、雨水等が侵入し難くなり、高い止水性を発揮する。
また、カバーの装着により簡単に支持することができ、
換気棟と連結して一体性があるため、外観上も優れる。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋根上配置機器の配線を開口部から屋内に引き込むためのものであって、
少なくとも基台と、カバーとからなり、
前記基台は、配線を下側から支持するものであって、発泡性弾性樹脂材からなる基台配線
支持部を有し、
前記カバーは、配線を上側から支持するものであって、発泡性弾性樹脂材からなるカバー
配線支持部を有し、
前記基台配線支持部と前記カバー配線支持部は、カバーを基台に取り付けて配線を支持し
たときに、互いに圧縮し、前記配線を狭持して支持することを特徴とする配線引込装置。
【請求項２】
　前記開口部は、勾配屋根の屋根頂部をその長手方向に開口する棟換気用の開口部であっ
て、
前記基台は、前記開口部の長手方向に沿って配置される換気棟と連続して配置されたこと
を特徴とする請求項１に記載の配線引込装置。
【請求項３】
　前記基台配線支持部は、前記基台の開口部分側の第一の基台配線支持部と、軒先側の第
二の基台配線支持部とからなり、
第一の基台配線支持部は、基台の開口部分側の端辺を延長して上側で折り返した折り返し
片の上面に取り付けられたことを特徴とする請求項１または２のいずれかに記載の配線引
込装置。
【請求項４】
　前記カバー配線支持部は、前記第一の基台配線支持部に対応する第一のカバー配線支持
部と、前記第二の基台配線支持部に対応する第二のカバー配線支持部とからなり、
前記第二のカバー配線支持部は、カバーの裏面から台上に配置されたことを特徴とする請
求項３に記載の配線引込装置。
【請求項５】
　前記配線引込装置は外観上換気棟とほぼ同じ形態であって、
換気棟及びその他の屋根部材と連結するための連結手段を有することを特徴とする請求項
１、２、３ないし４のいずれかに記載の配線引込装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋根の頂頭部を開口して換気する換気棟と連続して設置する配線引込装置で
あって、高い止水性を有し、太陽電池パネル等の屋根上配置機器の配線を屋内に引き込む
ための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽光発電パネルの配線を屋内に引き込むための引き込み構造において、ベース板に開
口を形成する配線の引き込み構造は存在した。
（例えば特許文献１参照）
　また、換気のための開口部と配線の引き込み口を同一の開口部とするものも存在した。
（例えば特許文献２参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４４３８４７４号公報
【特許文献２】特開平１１－４４０３５号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の発明は、太陽光パネルの配線の引き込み口が防水効果を有するよう
に引き込むものであり、換気棟を併設した場合に別途開口部を形成する必要があり、施工
に手間がかかった。
　また、特許文献２に記載の発明は、換気棟の開口部を配線の引き込み口と兼ねるもので
施工の手間は省略できるが、換気棟の内方まで太陽光パネルを設置しなければならず、太
陽光パネル及び換気棟の施工が簡単ではなく、高い止水性を有するものではなかった。
【０００５】
　そこで、高い止水性を有し、施工の手間がかからず、簡単に太陽光パネル等の屋根上配
置機器の配線を引き込むことができる配線引込装置が求められていた。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そこで、本発明の配線引込装置は、屋根上配置機器の配線を開口部から屋内に引き込む
ためのものであって、少なくとも基台と、カバーとからなり、前記基台は、配線を下側か
ら支持するものであって、発泡性弾性樹脂材からなる基台配線支持部を有し、前記カバー
は、配線を上側から支持するものであって、発泡性弾性樹脂材からなるカバー配線支持部
を有し、前記基台配線支持部と前記カバー配線支持部は、カバーを基台に取り付けて配線
を支持したときに、互いに圧縮し、前記配線を狭持して支持することを特徴とするもので
ある。
【０００７】
　また、前記開口部は、勾配屋根の屋根頂部をその長手方向に開口する棟換気用の開口部
であって、前記基台は、前記開口部の長手方向に沿って配置される換気棟と連続して配置
されたことが好ましい。
【０００８】
　また、前記基台配線支持部は、前記基台の開口部分側の第一の基台配線支持部と、軒先
側の第二の基台配線支持部とからなり、第一の基台配線支持部は、基台の開口部分側の端
辺を延長して上側で折り返した折り返し片の上面に取り付けられたことが好ましい。
【０００９】
　また、前記カバー配線支持部は、前記第一の基台配線支持部に対応する第一のカバー配
線支持部と、前記第二の基台配線支持部に対応する第二のカバー配線支持部とからなり、
前記第二のカバー配線支持部は、カバーの裏面から台上に配置されたことが好ましい。
【００１０】
　また、前記配線引込装置は外観上換気棟とほぼ同じ形態であって、換気棟及びその他の
屋根部材と連結するための連結手段を有することが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１に記載の発明により、配線を屋内に導入することができるとともに、弾性のあ
る発泡性樹脂材により配線を狭持して支持することにより、配線を傷めずに支持すること
ができるのみならず、配線を伝って外部の雨水等の流入を遮断することができ、止水性が
高い配線引込装置を提供することができる。
【００１２】
　請求項２に記載の発明により、弾性のある発泡性樹脂材が互いに圧縮するように配置さ
れていることから、外部の雨水等が発泡性樹脂材に染み込んで屋内に流入することを防止
することができ、更に高い止水性を有する配線引込装置を提供することができる。
【００１３】
　請求項３に記載の発明により、基台の配線支持部が開口部分側と軒先側との二か所に配
置され、開口部側の第一の配線支持部が折り返し片により高い位置に配置されていること
から、折り返し片が水切り材としての効果を発揮するため、更に高い止水性を有する配線
引込装置を提供することができる。
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【００１４】
　請求項４に記載の発明により、第二の基台配線支持部に相当する位置の第二のカバー配
線支持部は、カバーの裏面から台上に配置され、第一のカバー配線支持部よりも高い位置
に配置されている。これにより、第一の基台配線支持部及び第一のカバー配線支持部によ
り支持される位置と、第二の基台配線支持部及び第二のカバー配線支持部により支持され
る位置との間に高低差を設けることができ、外部の雨水等の流入を防止し、更に高い止水
性を有する配線引込装置を提供することができる。
【００１５】
　請求項５に記載の発明により、換気棟と連結することができ、換気棟と外観上ほぼ同じ
形態をとるため、両者を連結して配置したとき、外観上優れた配線引込装置を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第一実施例にかかる基台の一例を示す斜視図である。
【図２】（ａ）は本発明の第一実施例にかかる基台とカバー台座を取り付けた状態を示す
斜視図で、（ｂ）は本発明の第一実施例にかかるカバーの裏面からの状態を示す斜視図で
ある。
【図３】本発明の第一実施例にかかる配線引込装置に配線を通した状態を示す斜視図であ
る。
【図４】図３のＡ－Ａ線拡大断面図である。
【図５】本発明の第一実施例にかかる配線引込装置と換気棟を連結した状態を示す平面図
である。
【図６】（ａ）は本発明の第二実施例にかかるカバー台座に基台を取り付けた状態を示す
斜視図であり、（ｂ）は本発明の第二実施例にかかるカバーの裏面からの状態を示す斜視
図である。
【図７】本発明の第二実施例にかかる基台に配線を通し、カバーを取り付ける状態を示す
斜視図である。
【図８】本発明の第二実施例にかかる配線引込装置と換気棟を連結した状態を示す斜視図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の実施の一例を図面に沿って説明する。
　図１ないし図５は、本発明の第一実施例にかかる配線引込装置であって、片流れの屋根
９に取り付けるものである。図１は、配線引込装置１に用いる基台２の一例を示す。配線
引込装置１は、基台２とカバー３からなるが、カバー３を取り付けるためにカバー台座４
を使用する。この配線引込装置１により、屋根９上の太陽光パネルなどの屋根上配置機器
の配線５を支持しつつ、屋根９の開口部７を通って屋内に引き込むことができる。屋根の
開口部７は、換気棟８（図５）を用いた場合に屋根の頂頭部を開口する部分を利用する。
【００１８】
　基台２は、平板状の底板１１と、第一の基台配線支持部１３ａと、第二の基台配線支持
部１３ｂと、カバー取付台１４ａ、１４ｂとからなる。
基台２の底板１１の開口部７側（図１の右上側）には、その端辺を延長して折り返して片
持ち状にした折り返し片１２が形成される。折り返し片１２の折り返した上面には緩衝材
を配置して第一の基台配線支持部１３ａを形成する。
【００１９】
　また、底板１１の上面であって、第一の基台配線支持部１３ａの軒先側（図１の左手前
側）に、さらに緩衝材を配置して第二の基台配線支持部１３ｂを形成する。折り返し片１
２は、底板１１の端辺を延長し、直角以上の角度で折曲し、その後、さらに軒方向（図１
の左手前方向）に向けて折曲したものであるため、第一の基台配線支持部１３ａは第二の
基台配線支持部１３ｂよりも高い位置に配置されている。
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【００２０】
　緩衝材は、弾性を有する発泡性の樹脂材である。具体的には、エチレンプロピレンゴム
材（ＥＰＤＭ）が好ましいが、弾性を有する発泡性の樹脂材であれば、ウレタン系樹脂材
やシリコン系樹脂材であっても良い。底板１１は、鋼板を成形することにより作ることが
できるが、屋外に設置するため、高い防食性を備えたガルバリウム鋼板を用いることが好
ましい。しかし、ガルバリウム鋼板のみに限定されるものではなく、通常の亜鉛メッキ鋼
板やアルミニウム鋼板など、その他の材質のものであっても良い。
【００２１】
　第二の基台配線支持部１３ｂよりも軒先側は、先述のカバー取付台１４ａ、１４ｂなど
が配置されておらず、底板１１の幅方向（図１の左右方向）全体に渡って配線導入部１５
として利用することができる。配線導入部１５の軒側の端辺は、使用者が怪我をしないよ
うに、下側に折り返してある。
【００２２】
　底板１１の両側方（図１の右手前側と左奥側）には、カバー取付台１４ａ、１４ｂが配
置されている。カバー取付台１４ａ、１４ｂは底板１１から台状に隆起させたもので、そ
の高さは第一の基台配線支持部１３ａよりも高い。カバー取付台１４ａ、１４ｂの高さは
平板状のカバー３、カバー台座４を取り付けたときに、換気棟８と同じ高さとなるように
する。なお、カバー取付台１４ａ、１４ｂにはカバー３、カバー台座４を取り付けるため
のネジ孔１６、１６が形成されている。
【００２３】
　　図２（ａ）に示すように、基台２にはカバー台座４を取り付ける。図１に示すように
、この基台２における２つのカバー取付台１４ａ、１４ｂのうち、手前側の第一のカバー
取付台１４ａを奥側の第二のカバー取付台１４ｂよりも、幅方向（図１、図２（ａ）の左
右方向）に延長されていて、底板１１、配線導入部１５も第一のカバー取付台１４ａの大
きさに合わせて、延長されている。この延長された部分は、換気棟８や他の配線引込装置
１の連結部２４と連結するための部分となる。
【００２４】
　図２（ａ）に示すように、カバー台座４は、平板部２１と垂直部２２とからなり、垂直
部２２は、平板部２１の端辺から垂直方向に折曲２５して形成されている。平板部２１は
、基台２の底板１１と同じく平板状のものである。平板部２１は、第一の平板部２１ａと
第二の平板部２１ｂの間を、軒側から所定の部分を切除してあるため、平面略コの字状に
なっている。この切除部分２３は、カバー台座４を基台２に取り付けた場合、基台２の第
一の基台配線支持部１３ａと第二の基台配線支持部１３ｂ及び通路６が、露出するように
切除されている。
【００２５】
　カバー台座４の軒側（図２（ａ）の手前側）の端辺は、カバー取付台１４ａ、１４ｂの
軒側の端辺と同じ位置となるように形成されている。カバー台座４の第一の平板部２１ａ
は、延長された第一のカバー取付台１４ａと同じ幅を有し、これと同じ大きさの第二の平
板部２１ｂが第二のカバー取付台１４ｂに取り付けられる。そのため、第二の平板部２１
ｂの下側の一部にのみ第二のカバー取付台１４ｂが位置することになり、他の部分は空洞
になっている。この空洞部分が換気棟８や他の配線引込装置１と連結するための空洞連結
部２４となる。
【００２６】
　また、図２（ａ）及び図４に示すように、カバー台座４の平板部２１の奥行きは、基台
２の奥行きよりも長く形成され、その部分が垂直方向に折曲された垂直部２２となってい
る。したがって、この基台２の奥端面と垂直部２２までの間には所定の間隔が空いている
。この部分に配線５が導入されて屋内に達するまでの通路６となる。
【００２７】
　平板部２１には、第一のカバー取付台１４ａ、第二のカバー取付台１４ｂに形成されて
いるネジ孔１６、１６に対応する位置にネジ孔２６、２６が形成され、これらにネジを通
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すことにより、カバー台座４を基台２に取り付けて固定することができる。
【００２８】
　図２（ｂ）に示すように、カバー３は、平板部３１の端辺から垂直方向に折曲３３して
形成される垂直部３２とからなる。この平板部３１をカバー台座４の切除部分２３を覆う
ように取り付けると、カバー３の折曲部３３、垂直部３２がカバー台座４の折曲部２５、
垂直部２２に重なる。
【００２９】
　平板部３１は、カバー台座４の平板部２１の切除部分２３よりも若干大きく形成されて
いる。平板部３１が切除部分２３を覆うようにカバー３をカバー台座４に取り付けると、
切除部分２３の周囲の第一の平板部２１ａ、第二の平板部２２ｂに、平板部３１の周縁が
重なり、切除部分２３を上方から覆うことができる。この状態で、前記ネジ孔１６、２６
とこれらに対応して形成されているネジ孔３７、３７とにネジを通すことによりカバー３
をカバー台座４に固定する。
【００３０】
　また、平板部３１の軒先側（図２（ｂ）の下側）を垂直方向に折曲して遮断壁３６が形
成されている。この遮断壁の高さは第一のカバー取付台１４ａ、第二のカバー取付台１４
ｂの半分程度である。このため、カバー３を基台２に取り付けたとき、第二の基台配線支
持部１３ｂに配線５を挿入し得る配線開口部１０を上方から一部遮断することができ、雨
水の浸入を遮断できる。つまり、図３に示すように、この遮断壁３６に覆われない部分は
、配線５が挿通するための配線開口部１０となる。
【００３１】
　図２（ｂ）に示すように、カバー３の裏面、すなわち平板部３１の裏面には、取付時に
基台２の第一の基台配線支持部１３ａ、第二の基台配線支持部１３ｂに相当する位置に、
第一のカバー配線支持部３４ａ、第二のカバー配線支持部３４ｂが配置される。これら第
一のカバー配線支持部３４ａ、第二のカバー配線支持部３４ｂは、緩衝材を配置すること
により形成され、この緩衝材は基台の配線支持部１３ａ、１３ｂと同じく、弾性のある発
泡性樹脂材からなるものとすることができる。
【００３２】
　また、平板部３１の裏面には台３５が形成され、その台上に第二のカバー配線支持部３
４ｂが配置されている。そのため、図２（ｂ）では、第一のカバー配線支持部３４ａに比
して第二のカバー配線支持部３４ｂが高い位置に配置されることになる。これにより、第
二の基台配線支持部１３ｂは第一の基台配線支持部１３ａよりも低い位置に配置されるこ
とになり、第二のカバー配線支持部３４ｂは、この第二の基台配線支持部１３ｂに接触し
、お互いを圧縮することができる。
【００３３】
　基台２の配線開口部１０に配線５を挿通し、カバー台座４、カバー３を取り付けた状態
を図３、図４に示す。カバー３を取り付けた状態で遮断壁３６の下方となる配線開口部１
０から引き入れられた配線５は、第二の基台配線支持部１３ｂと第二のカバー配線支持部
３４ｂに挟持され、その後、第一の基台配線支持部１３ａ、第一のカバー配線支持部３４
ａに挟持されて支持され、通路６を通り、屋根を開口した開口部７から屋内に引き入れら
れる。
【００３４】
　図４に示すように、底板１１に、折り返し片１２が形成され、第一の基台配線支持部１
３ａは、底板１１よりも高いところに位置する。これにより、雨水などが配線引込装置１
の配線開口部１０から流入したとしても、この折り返し片１２が水切りの役割を果たし、
開口部７へ流入しない。
【００３５】
　また、第二のカバー配線支持部３４ｂは、平板部３１から台３５を設けて配置されてい
ることから、配線引込装置１に引き込まれた配線５は、第二の基台配線支持部１３ｂと第
二のカバー配線支持部３４ｂによりいったん基台２の底板１１付近で挟持され、その後、



(7) JP 2014-88731 A 2014.5.15

10

20

30

40

50

折り返し片１２により基台２の底板１１よりも高い位置で第一の基台配線支持部１３ａと
第一のカバー配線支持部３４ａにより支持される。そのため、配線５はいったん支持され
た後に、底板１１から高い位置で支持されることになり、配線を伝って雨水が流入したと
しても、この高低差により雨水の浸入を防止することができる。
【００３６】
　基台配線支持部１３ａ、１３ｂとカバー配線支持部３４ａ、３４ｂは、お互いを圧縮し
ている。配線５を挟持する部分では、配線５を挟み込んでいるので、各々の緩衝材の高さ
が支持する前の状態から５分の１程度になるまで圧縮している。また、図示しないが、配
線５を挟み込んでいない部分では、各々の緩衝材が接触して、お互いを圧縮し、その高さ
が約半分程度になるようにすることが好ましい。この緩衝材がお互いを圧縮しているので
、外部からの雨水等の流入を防止するとともに、配線の周囲からの雨水等の流入も防止す
ることができる。
【００３７】
　図５に示すように、配線引込装置１は、換気棟８と連結することができる。このとき、
配線引込装置１の連結部分２４と同様に、換気棟８にも連結部分２４ａが形成され、この
部分に配線引込装置１の第一のカバー取付台１４ａ、第一の平板部分２１ａのうち延長さ
れた部分を挿入して連結している。この配線引込装置１のカバー台座４、カバー３の表面
の傾斜や基台２の配線導入部１５が、換気棟８の外表面の形態とほぼ同じとなり、外観上
、見栄えの良い配線引込装置とすることができる。
【００３８】
　次に、図６から図８に示すように、両棟に傾斜を有する屋根に取り付ける配線引込装置
５１について説明する。この配線引込装置５１は、基台５２、カバー台座５３、カバー５
４とからなる。
【００３９】
　図６（ａ）に示すように、カバー台座５３は、板状材を一部折曲して山型の形状とした
山型平板部６１からなり、その長手方向中央部分の頂頭部を開口して、配線５が通る通路
６５を形成している。この山型平板部６１は換気棟５８の基本的な形態となる基板とほぼ
同じ形態とすることが好ましい。
【００４０】
　図８に示すように、換気棟５８は、屋根９の頭頂部を開口した開口部５６から換気をし
ており、配線引込装置５１を換気棟５８と連結したときに、カバー台座５３の通路６５の
真下に屋根９の開口部５６が位置することになる。なお、カバー台座５３の山型平板部６
１には、台状に形成した全体カバーを取り付けるための取付台６３、６３が配置されてい
る。
【００４１】
　この通路６５から軒方向の両側にかけて基台５２を配置することができる基台配置部６
２、６２が形成される。図６に示す実施例では、台座５２は基台配置部６２、６２の一方
にのみ取り付け、もう一方には配置していない。両方に配置するか一方に配置するかは、
配線５５の位置、数量等を考慮して決定すれば良い。
【００４２】
　基台５２は、図１に示す第一実施例にかかる基台２とほぼ同じ形態であるが、一方のカ
バー取付台のみを大きくしたものではなく、双方のカバー取付台が同じ大きさである。こ
の基台５２には第一の基台配線支持部７１、第二の基台配線支持部７２が配置され、第一
の基台配線支持部７１は折り返し片７３により一段高い位置に配置される。第一の基台配
線支持部７１、第二の基台配線支持部７２は緩衝材からなり、この緩衝材は弾性を有する
発泡性樹脂材からなるものであることは、第一実施例にかかる基台２と同じである。
【００４３】
　カバー５４は、図２（ｂ）に示す第一実施例にかかるカバー３とほぼ同じ形態である。
第一のカバー配線支持部８１、第二のカバー配線支持部８２が配置され、第二のカバー配
線支持部８２は台８３により一段高く配置されている。これも弾性を有する発泡性樹脂材
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からなる。また、カバー５３の先端を折り返して遮断壁８４を形成している。
【００４４】
　図７に示すように、配線５５は第二の基台配線支持部７２、第一の基台配線支持部７１
から、通路６５を通り、屋根９の開口部５６を通って屋内へ入る。
　カバー５４は、第一実施例と同じく、カバー台座にその周縁を重ねるように取り付ける
。そのとき、第一の基台配線支持部７１と第一のカバー配線支持部８１とが、第二の基台
配線支持部７２と第二のカバー配線支持部８２とが、配線５５を支持した状態で互いに接
触し、お互いを圧縮する点についても、第一実施例と同様である。
【００４５】
　図８に示すように、配線引込装置５１に配線５５を通して支持した状態で、全体カバー
５７を取付台６３、６３に取り付ける。この全体カバー５７は換気棟５８の外側カバーと
ほぼ同じ形状であるため、換気棟５８と連続して配置することによって、外観上、換気棟
５８と配線引込装置５１とが同じ形態となり、外観上優れた配線引込装置５１を提供する
ことができる。また、図示しないが、配線引込装置５１に連結部を形成して換気棟５８と
連結させることもできる。
【符号の説明】
【００４６】
１…配線引込装置、２…基台、３…カバー、４…カバー台座、５…配線、６…通路、８…
換気棟、１２…折り返し片、１３ａ…第一の基台配線支持部、１３ｂ…第二の基台配線支
持部、２１…平板部、２４…空洞連結部、３４ａ…第一のカバー配線支持部、３４ｂ…第
二のカバー配線支持部、３６…遮断壁、
５１…配線引込装置、５２…基台、５３…カバー台座、５４…カバー、５５…配線、５６
…開口部、５８…換気棟、７１…第一の基台配線支持部、７２…第二の基台配線支持部、
８１…第一のカバー配線支持部、８２…第二のカバー配線支持部

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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